
難
病
患
者
見
舞
金

　
　
　現
況
届
の
提
出
に
つ
い
て

　
市
で
は
、
1
月
13
日（
水
）か
ら
2
月
26
日

（
金
）ま
で
の
間
、
難
病
患
者
見
舞
金
を
受
給

さ
れ
て
い
る
人
に
現
況
届
の
提
出
を
お
願
い

し
て
い
ま
す
。

　
現
況
届
を
提
出
し
な
い
と
1
月
分
か
ら
の

見
舞
金
が
受
給
で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
、

ま
だ
提
出
を
さ
れ
て
い
な
い
人
は
必
要
書
類

を
そ
ろ
え
て
、
提
出
期
限
ま
で
に
□本 

福
祉
課

障
害
福
祉
係
ま
た
は
□松 

住
民
福
祉
課
福
祉
子

ど
も
係
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

こ
ち
ら
の
現
況
届
は
郵
送
で
も
受
け
付
け
て

い
ま
す
。

　
現
況
届
に
つ
い
て
は
、
1
月
上
旬
に
対
象

者
に
郵
送
し
て
あ
り
ま
す
。

　
ご
不
明
な
点
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問
合
せ
▼

□本 

福
祉
課
障
害
福
祉
係

（
☎
内
線
1
1
5
9
）

□松 

住
民
福
祉
課
福
祉
子
ど
も
係

（
☎
内
線
2
1
5
3
）

所
得
税
の
確
定
申
告
と

　
　
　
　
　市
県
民
税
の
申
告

○
所
得
税
の
確
定
申
告

（
注
1
）土
日
祝
日
を
除
き
ま
す（
2
月
21
日

（
日
）お
よ
び
2
月
28
日（
日
）は
開
場
し
ま

す
）。

（
注
2
）午
後
4
時
前
で
あ
っ
て
も
受
付
を
終

了
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

（
注
3
）確
定
申
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

場
合
や
3
月
15
日
ま
で
の
申
告
を
要
件
と
さ

れ
る
控
除
な
ど
の
適
用
を
受
け
る
場
合
を
除

き
ま
す
。

●
入
場
の
際
に
検
温
を
実
施
し
ま
す
。
咳
・

発
熱
な
ど
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
入
場
を

お
断
り
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

な
お
、
来
場
の
際
は
、
マ
ス
ク
を
着
用
し
、

で
き
る
限
り
少
人
数
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

●
還
付
申
告
に
つ
い
て
は
、
５
年
間
申
告
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
令
和
２
年
分
の
還

付
申
告
は
、
令
和
7
年
12
月
31
日
ま
で
申
告

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
確
定
申
告
会
場
の
混
雑
緩
和
の
た
め
、
会

場
へ
の
入
場
に
は
、
入
場
で
き
る
時
間
枠
が

指
定
さ
れ
た
「
入
場
整
理
券
」
が
必
要
で

す
。
入
場
整
理
券
は
会
場
で
当
日
配
布
し
ま

す
が
、
国
税
庁
の
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ
ウ
ン

ト
か
ら
事
前
発
行
も
で
き
ま
す
。

●
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
な
ど
か
ら
国
税
庁
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定
申
告
作
成
コ
ー
ナ
ー
」

を
利
用
す
れ
ば
、
い
つ
で
も
申
告
書
を
作
成

で
き
ま
す
。
作
成
し
た
申
告
書
は
添
付
書
類

を
添
え
て
郵
送
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

送
付
先
▼
〒
3
7
0

－

8
6
1
1
　
高
崎
市

東
町
1
3
4

－

12
高
崎
税
務
署
　
宛

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

https://w
w
w
.nta.go.jp/

問
合
せ
▼

高
崎
税
務
署
個
人
課
税
第
一
部
門

（
☎
０
２
７

－

３
２
２

－

４
７
１
１
）

○
市
・
県
民
税
の
申
告

会
場
▼
□本 

2
0
1
・
2
0
2
会
議
室
、
□松 

基

幹
集
落
セ
ン
タ
ー
研
修
室
　

期
間
▼
2
月
12
日（
金
）〜
3
月
15
日（
月
）

※
土
日
祝
日
を
除
く

受
付
時
間
▼
午
前
9
時
〜
午
後
4
時

※
□本 

・
□松 

で
も
簡
易
な
も
の
に
限
り
確
定
申

告
の
受
付
を
行
い
ま
す
が
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
人
は
上
記
税
務
署
の
会
場
で
申

告
を
お
願
い
し
ま
す
。

〇
青
色
申
告
〇
譲
渡
所
得（
土
地
・
建
物
・

株
式
な
ど
）〇
外
国
為
替
証
拠
金
取
引（
Ｆ

Ｘ
）に
よ
る
所
得
〇
修
正
申
告
・
更
正
の
請

求
〇
初
回
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
〇
肉
用
牛
の

売
却
に
よ
る
所
得
〇
山
林
所
得

※
右
記
以
外
に
も
、
上
記
税
務
署
の
会
場
を

ご
案
内
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
了
承

く
だ
さ
い
。

　
申
告
書
は
郵
送
で
提
出
す
る
こ
と
も
可
能

で
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防

止
の
た
め
、
で
き
る
だ
け
郵
送
で
提
出
を
お

願
い
し
ま
す
。

　
来
庁
さ
れ
る
場
合
は
、
症
状
の
有
無
に
関

わ
ら
ず
、
来
庁
前
の
検
温
、
当
日
の
マ
ス
ク

着
用
を
お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
、
発
熱
な
ど

風
邪
の
症
状
が
あ
る
場
合
に
は
、
来
庁
を
お

控
え
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
▼

□本 
税
務
課
市
民
税
係

（
☎
内
線
１
０
６
４
）

□松 

住
民
福
祉
課
税
務
保
険
係

（
☎
内
線
２
１
２
２
）

農
業
用
免
税
軽
油
の
申
請
手
続
の

集
中
受
付
期
間
が
始
ま
り
ま
す

　
軽
油
に
課
さ
れ
る
軽
油
引
取
税（
１
ℓ
あ

た
り
32
・
1
円
）は
、
農
業
に
使
用
す
る
場

合
な
ど
は
、
あ
ら
か
じ
め
手
続
を
行
う
こ
と

で
免
除
さ
れ
ま
す
。

免
除
の
対
象
▼
ほ
場
の
耕
う
ん
、
栽
培
管
理

な
ど
、
農
業
者
が
農
作
業
を
行
う
た
め
に
使

用
す
る
機
械
の
燃
料
と
し
て
使
用
す
る
軽
油

集
中
受
付
期
間
▼
２
月
１
日（
月
）〜
19
日

（
金
）（
土
日
・
祝
日
を
除
く
）午
前
８
時
30
分

〜
午
後
５
時
15
分

受
付
場
所
▼
高
崎
行
政
県
税
事
務
所

手
続
▼

①
あ
ら
か
じ
め
県
知
事
に
「
免
税
軽
油
使
用

者
証
」
と
「
免
税
証
」
の
交
付
申
請
を
行
い

ま
す
。

※
申
請
に
は
「
耕
作
証
明
書
」
や
申
請
す
る

農
業
用
機
械
の
確
認
書
類
が
必
要
で
す
。

②
交
付
さ
れ
た
「
免
税
証
」
を
、
給
油
の
際

に
軽
油
販
売
業
者
に
提
出
し
、
免
税
軽
油
を

購
入
・
使
用
し
ま
す
。

③
使
用
後
、
伝
票
や
領
収
書
な
ど
と
と
も

に
、
数
量
な
ど
を
報
告
し
ま
す
。

問
合
せ
▼

高
崎
行
政
県
税
事
務
所

（
☎
０
２
７

－

３
２
２

－

６
２
９
７
）

1213 ＝本庁舎 ＝松井田庁舎 ＝谷津庁舎 ＝碓氷川クリーンセンター ＝スポーツセンター本 松 谷 ク ス安中市役所　☎382－1111

INFORMATION市民 INFORMATION市民

　市民課
休日窓口開設日
2月7日・21日　3月7日
午前８時30 分～正午

業務内容
○住民票の写しの交付
○戸籍謄本・抄本の発行
○印鑑証明書の発行
○その他市民課取扱各種証明書の
　発行

本

2021年2月1日号

2月15日以前

高崎税務署

午前8時30分～午後4時

（相談開始は午前9時から）

還付申告の人

期
間

（
注
1
）
申
告
会
場
受
付
時
間

（
注
2
）
対
象
の
人

2月16日から

3月15日まで

ビエント高崎

（高崎市問屋町2-7） 

午前9時から

午後4時まで

全ての人

3月16日以降

高崎税務署

午前8時30分～午後4時

（相談開始は午前9時から）

還付申告の人

（注3）

　地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、次のとおり情報伝達試験を行
います。この試験は、全国瞬時警報システム（Jアラート）（※）を用いた試験
で、本市を含む全国の地域でさまざまな手段を用いて情報伝達試験が行われ
ます。ただし、災害が発生した場合または発生する恐れがある場合などには
試験を中止します。
　本市が行う情報伝達試験の内容は次のとおりです。

（※）Jアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊急情報を、国から人工衛星などを通じて瞬時にお伝えす
るシステムです。
防災行政無線テレホンサービス▼
　防災行政無線の放送を聞き逃した場合や放送内容が聞き取りづらかった場合などに、放送内容を電話で確
認できるサービスです。

（☎080－800－3664（通話料無料））
安中市メール配信サービス▼
　日々の気象情報や火災情報、防災情報などをお手元のパソコンや携帯電話、スマートフォンへメールでお
知らせするサービスです。
・登録方法

①左記コードを読み取るか、annaka@entry.mail-dpt.jpへ空メールを送信します。
②仮登録メールに記載されているURLから登録手続します。
③手続完了後に登録完了メールが届けば登録完了です。
※仮登録メールが届かない場合は、迷惑メール設定をご確認いただき、次のアドレス
を受信できるよう設定してください。annaka@city.annaka.gunma.jp
問合せ▶□本 危機管理課危機管理係（☎内線1135）

防災行政無線などを用いた全国一斉の情報伝達試験を実施します

　　　　　　　　　　　　　内　　　　　　容
市内に設置した防災行政無線から、一斉に、次のように放送されます。
【放送内容】

1.  チャイム音
2.「これは、Jアラートのテストです。」×3回
3.「こちらは、ぼうさいあんなかです。」×１回
4.  チャイム音
安中市メール配信サービスに登録している人で、防災情報の「安中市全域」
または「Jアラート」を選択している人へ試験メールが配信されます。

情報伝達手段

防災行政無線

メール配信サービス

2月17日（水）
午前11時ごろ


